
郵便等による不在者投票の対象者 

 

 

身体障害者手帳、戦傷病者手帳は、表中“〇”の付いた級等が対象者。 

手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会へお問い合わせください。 

   

 

 

 

 

 

 

 

※平成２２年４月より肝臓の機能の障がいが追加になりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ※平成２２年４月より肝臓の機能の障がいが追加になりました。 

 

    ※上記の対象者であって、加えて上肢、視覚の障害が「身体障害者手帳」１級又は「戦傷

病者手帳」特別項症・第１項症・第２項症である場合は、あらかじめ届け出た人が代理記

載できる制度があります。 

 

 

【問い合わせ先】 

 印西市選挙管理委員会 

  千葉県印西市大森２３６４番地２ 

  ０４７６－４２－５１１１ 

 

身

体

障

害

者

手

帳 

障害名 
障害の程度 

１級 ２級 ３級 

両下肢、体幹、移動機能の障害  ○   ○   

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこ

う、直腸、小腸の障害 
 ○   －   ○  

免疫、肝臓の障害  ○   ○   ○  

 

戦

傷

病

者

手

帳 

障害名 

障害の程度 

特別項症 第１項症 第２項症 第３項症 

両下肢、体幹の障害  ○    ○    ○    

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、

直腸、小腸、肝臓の障害 
 ○    ○    ○    ○   

※平成２２年４月より肝臓の機能の障がいが追加になりました。 
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要介護状態 

区分 

｢要介護５｣ 

 


